
 

酒類を提供する飲食店等の皆様へ 

営業時間短縮要請についてのご案内 
 

  

新潟県は県内全域を対象として「酒類を提供する飲食店等への営業時間短縮の

協力要請」を発出しました。要請に対し、感染防止対策を徹底した上で全期間、

全面的にご協力いただいた飲食店等に協力金を支給いたします。 

要請対象の事業所におかれましては下記をご覧ください。 

 

記 

 

【要請期間】令和３年９月３日（金）０時から 

令和３年９月１６日（木）２４時まで 

       （全１４日間） ※要請期間中は市職員による見回りを実施。 

 

【対象施設】①接待を伴う飲食店…例：スナック、パブ、キャバクラ 等 

②酒類を提供する飲食店…例：居酒屋、レストラン、バー、カラオケ店 等 

 

【要請内容】 

①「にいがた安心なお店応援プロジェクト認証飲食店（申請中を含む）以外の店舗 

     午前５時から午後８時までの時間短縮営業（酒類の提供は午後７時まで） 

 

②「にいがた安心なお店応援プロジェクト認証飲食店（申請中を含む）の店舗 

     午前５時から午後９時までの時間短縮営業（酒類の提供は午後８時まで） 

 

【協力金の支給要件】  

・要請対象となる施設を営む法人又は個人事業主で、令和３年９月２日以前から営業実

態があり、申請時点において営業を継続していること。 

・要請期間の１４日間、全ての日において、経営する全ての対象施設が営業時間短縮の

要請に全面的に協力いただくこと。 ほか 

 

 

  

※協力金に関する申請方法等、詳細が分かり次第、改め

てご案内いたします。ご不明な点は、加茂商工会議所

（℡52-1740）へお問い合わせください。 



 

 


